
医療従事者の負担軽減・人材確保について④ 

 
 看護職員及び看護補助者の夜間配置の評価を充実するとともに、看護職員の夜間の勤務負担軽減に資
する取組を行っている場合を評価する。 

 

                 ７対１、10対１一般病棟における看護職員の夜間配置及び夜間看護体制の評価 

 
 
 
 
 

                  ７対１、10対１一般病棟における看護補助者の夜間配置 
                    及び夜間看護体制の評価 

 
 
 
 
 
 

           13対１一般病棟における看護補助者の夜間配置の評価 
              13対１、15対１，18対１、20対１病棟における夜間看護体制の評価 

 
 

 

 
 

                有床診療所における看護職員の夜間配置の評価 

 
 
 

 
 

 

平成28年度診療報酬改定 

夜間看護体制の充実に関する評価 

現行 

 
 
看護職員夜間配置加算 

 
 

５０点 

改定後 

１ 看護職員夜間12対１配置加算 
  （新）イ 看護職員夜間12対１配置加算１      
           ロ 看護職員夜間12対１配置加算２   
（新）２ 看護職員夜間16対１配置加算   

 
８０点 
６０点 
４０点 

現行 

夜間25対１ 
夜間50対１ 
夜間100対１ 

３５点 
２５点 
１５点 

 （新規） 

改定後 

夜間30対１ 
夜間50対１ 
夜間100対１   

４０点 
３５点 
２０点 

 夜間看護体制加算 １０点 

現行 

夜間看護配置加算１ 
夜間看護配置加算２ 

８０点 
３０点 

改定後 

夜間看護配置加算１ 
夜間看護配置加算２ 

８５点 
３５点 

現行 

看護補助加算１，２，３（１日につき） 

 （新規） 

 （新規） 

改定後 

看護補助加算１，２，３（１日につき） 

 （新）夜間75対１看護補助加算（１日につき） ３０点 

 （新）夜間看護体制加算（入院初日） １５０点 

看護職員夜間配置加算 

急性期看護補助体制加算 

看護補助加算 

有床診療所入院基本料 

①勤務終了時刻と勤務開始時刻の間が11時間以上 

②勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降※１ 

③夜勤の連続回数２回以下 

④業務量の把握・部署間支援 

⑤看護補助者比率５割以上※２ 

⑥看護補助者の夜間配置 

⑦看護補助者への院内研修※３ 

⑧夜間院内保育所の設置 

夜間看護体制の評価に関する項目 

［加算等の算定要件］ 
看護職員夜間配置加算（１のイ及び２） 
：７項目（①～⑥、⑧）のうち４項目以上 
急性期看護補助体制加算（夜間看護体制加算） 
：６項目（①～⑤、⑧）のうち３項目以上 
看護補助加算（夜間看護体制加算） 
：７項目（①～⑤、⑦、⑧）のうち４項目以上（⑥は必須） 
※１ ②は、３交代制勤務又は変則３交代制勤務の病棟を有する保険医

療機関のみの項目である。  
※２ ⑤の看護補助者比率＝（みなし看護補助者を除いた看護補助者

数）／（みなし看護補助者を含む看護補助者数） 
※３ ⑦は、看護補助加算を算定する保険医療機関のみの項目である。 

 
 
 

※１のイ（看護職員夜間12対１配置加算１）及び２（看護職員
夜間16対１配置加算）に、夜間看護体制の評価が含まれて
いる。 
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